
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【編集・発行】墨田区産業観光部生活経済課 消費者・勤労福祉係 

〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号 TEL03-5608-6184 

 

平成2６年10月４日（土）、５日（日） 

午前１０時～午後３時 

平成2６年10月  25日（土） 午後１時～４時 

26日（日） 午前１０時～午後３時 



   

                     

 

 

 

［相談事例］                                       

インターネットで見つけた旅行会社でイギリスへの往復航空チケットを申

込み、代金 38万円を指定の口座に振り込んだ。その後、旅行会社のホーム

ページが閉鎖され電話がつながらなくなった。 

航空会社にチケットの確認をしたところ、「予約は入っているが代金が振

り込まれていないのでチケットは用意できない」と言われてしまった。支払

ったチケット代を返金して欲しい。 
 

［アドバイス］                               

インターネットで手軽に旅行会社を選び、安い航空チケットが購入できる

ようになりました。しかしリスクもあるので注意が必要です。 

 

 日本で旅行業を営む旅行会社は「旅行業法」に基づき国や都道府県知事に

登録をしなければなりません。ホームページの「会社概要」などで登録番号

を確認することができます。 

 「旅行業法」では消費者保護として保証金制度が設けられており、事業者

が倒産した場合などはその範囲内で返金される仕組みになっています。 

 

 事例の旅行会社は旅行業の登録をしていませんでした。そのため法律上の

保護が受けられず、倒産した場合もチケット代が返金される可能性は極めて

低くなります。 

 被害にあわないためにも、旅行会社選びには気を付けましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 
■相談日……月曜日～土曜日（土曜日は電話相談のみ） 

（日曜日・祝日・祭日・年末年始はお休みです。） 

■相談時間…午前９時００分～午後４時３０分 

■所在地…墨田区押上２-１２-７ セトル中之郷２階 
● 東武伊勢崎線･東京メトロ半蔵門線・京成押上線・都営浅草線 

「押上駅」Ａ３出口徒歩３分    

● 東武伊勢崎線「とうきょうスカイツリー駅」駅徒歩７分 

  


